
地
域
福
祉
活
動
の
担
い
手

地
域
福
祉
活
動
の
担
い
手

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
ご
存
じ
で
す
か

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
ご
存
じ
で
す
か

　

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法

に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
特
別
職

の
地
方
公
務
員
で
す
。
無
報
酬

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動

し
、
任
期
は
３
年
で
す
。

　

ま
た
、
民
生
委
員
は
児
童
福

祉
法
に
定
め
る
児
童
委
員
を
兼

ね
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

ご
自
身
も
地
域
住
民
の
一
員
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
す
る

区
域
で
、
住
民
の
み
な
さ
ん
の

生
活
上
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
、

町
を
は
じ
め
適
切
な
支
援
や

サ
ー
ビ
ス
の「
つ
な
ぎ
役
」と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、

高
齢
者
や
障
害
者
世
帯
の
見
守

り
や
安
否
確
認
な
ど
に
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
中
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
指
名
さ
れ
た
３
人
の「
主

任
児
童
委
員
」が
い
ま
す
。
主

任
児
童
委
員
は
、
子
ど
も
に
関

す
る
支
援
を
専
門
に
担
当
し
、

子
育
て
の
支
援
や
児
童
健
全
育

成
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

地
域
福
祉
活
動
の
担
い
手
と
し

て
、
住
民
の
み
な
さ
ん
の
相
談

に
応
じ
、
そ
の
生
活
課
題
の
解

決
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
地
域

全
体
の
福
祉
増
進
の
た
め
の
活

動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
活
動
に
は
、
次
の
７
つ

の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

①
社
会
調
査

　
 

担
当
区
域
内
の
住
民
の
実
態

や
福
祉
に
対
す
る
要
望
を
日

常
的
に
把
握
し
ま
す
。

②
相
談

　

 

地
域
住
民
が
抱
え
る
課
題
に

つ
い
て
、
相
手
の
立
場
に
立

ち
、
親
身
に
な
っ
て
相
談
に

の
り
ま
す
。

③
情
報
提
供

　

 

社
会
福
祉
の
制
度
や
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
や

情
報
を
住
民
に
的
確
に
提
供

し
ま
す
。

④
連
絡
通
報

　

 

住
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
望
に

応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
得

ら
れ
る
よ
う
、
町
や
行
政
機

関
等
に
連
絡
し
、
必
要
な
対

応
を
促
す
パ
イ
プ
の
役
割
を

果
た
し
ま
す
。

⑤
調
整

　

 

住
民
の
福
祉
に
対
す
る
要
望

に
対
応
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
支
援
し
ま
す
。

⑥
生
活
支
援

　

 

住
民
が
求
め
る
生
活
支
援
活

動
を
行
い
、
ま
た
支
援
体
制

を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

⑦
意
見
提
起

　

 

活
動
を
通
じ
て
得
た
問
題
点

や
改
善
策
を
取
り
ま
と
め
、

必
要
に
応
じ
て
民
生
委
員
児

童
委
員
協
議
会
を
通
し
て
、

関
係
機
関
等
に
意
見
を
提
起

し
ま
す
。

※ 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、そ

れ
ぞ
れ
担
当
す
る
地
域
が
あ

り
ま
す
。お
住
ま
い
の
地
域
の

担
当
民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、福
祉

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

　
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」は
、
常
に
住
民
の
み
な
さ
ん
の
立
場
に

立
っ
て
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
支
援
を
行
う
地
域
福
祉
活
動
の
担
い

手
で
す
。

　

ま
た
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
に
は
子
ど
も
に
関
す
る
相
談

支
援
を
専
門
に
行
う「
主
任
児
童
委
員
」も
い
ま
す
。

　

現
在
、
町
で
は
54
人
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
方
が
活
動
さ
れ

て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

７
つ
の
は
た
ら
き

お年寄相談窓口
　高齢者の福祉に関することで、生活や介護に対する不安、経
済的なお悩みなどをお持ちの方へ電話による相談を行っています。
　秘密は守られますので、お気軽にお電話ください。
●お年寄相談窓口　☎84－2338
　受付　月曜～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　※祝日、年末年始を除く。
◆問い合わせ　福祉課社会福祉班　☎84－1257
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